
８　市民部
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自治振興

コミュニティ推進事業	 （令和５年度）

事　業　名 内　　　　　　容

所沢市 
コミュニティ
活動推進事業

１. 集会所建設事業…新築 1 件  補助金…10,000 千円
　　（補助率…経費× 3/4 限度額…10,000 千円） 
　　　　　　　　 増・改築 0 件  補助金…0 千円
　　（補助率…経費× 3/4 限度額…3,000 千円）
２. 集会所修繕事業…3 件  補助金…5,106 千円
　　（補助率…経費× 3/4 限度額…2,000 千円）
３. 集会所緊急修繕事業…0 件  補助金…0 千円
　　（補助率…経費× 3/4 限度額…500 千円）

所沢市地域集会
施設維持管理費
補助金

１. 地域集会施設…180 件  補助金…12,312 千円
　　補助率…維持管理費× 2/3
　　限度額（単独施設…80 千円、併設施設…40 千円、
　　賃借事業…40 千円、会議室等借上事業…10 千円）

自治会・町内会 　　自治会等…278 自治会     加入世帯数…93,818 世帯

まちづくりセンター概要
名称 所 在 地 所管区域

松井
まちづくりセンター

上安松 1286-1 
TEL 2994-1222 
FAX 2994-1237

くすのき台二丁目・三丁目の各一部、西新井 
町､ 東新井町、東所沢和田一丁目～三丁目、
大字上安松、大字下安松、大字下新井の一部､
大字牛沼、大字松郷、大字本郷の一部

富岡
まちづくりセンター

北岩岡 117-1 
TEL 2942-3110 
FAX 2942-3244

北原町の一部、北中一丁目～四丁目、岩岡町、 
所沢新町、中富南一丁目～四丁目、向陽町の 
一部、大字中富、大字下富、大字神米金、大
字北岩岡

小手指
まちづくりセンター

北野南 1-5-2 
TEL 2948-1295 
FAX 2948-1247

小手指町一丁目～五丁目、小手指南一丁目～ 
六丁目、小手指元町一丁目～三丁目、北野新 
町一丁目・二丁目、北野一丁目～三丁目、北
野南一丁目～三丁目、上新井一丁目～五丁目、 
小手指台、大字山口の一部

山口
まちづくりセンター

山口 5004 
TEL 2924-1224 
FAX 2924-1647

大字山口の一部､ 大字上山口、大字勝楽寺、
大字荒幡の一部
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名称 所 在 地 所管区域

吾妻
まちづくりセンター

久米 2229-1 
TEL 2924-0118 
FAX 2924-0168

くすのき台一丁目～三丁目の各一部、東住 
吉､ 南住吉､ 西住吉､ 松が丘一丁目･二丁目､
大字久米、大字北秋津、大字荒幡の一部

柳瀬
まちづくりセンター

城 964-8
TEL 2944-2113 
FAX 2944-2813

東所沢一丁目～五丁目､ 大字本郷の一部、大 
字新郷､ 大字南永井、大字日比田、大字亀ケ 
谷、大字城、大字坂之下

三ケ島
まちづくりセンター

三ケ島 5-1639-1
TEL 2948-1204 
FAX 2948-1429

狭山ケ丘一丁目・二丁目､ 若狭一丁目～四丁 
目、東狭山ケ丘一丁目～六丁目､ 西狭山ケ丘
一丁目 ･ 二丁目､ 和ケ原一丁目～三丁目､ 林
一丁目～三丁目、三ケ島一丁目～五丁目、堀
之内、糀谷

新所沢
まちづくりセンター

緑町 1-8-3
TEL 2924-2955
FAX 2924-2960

緑町一丁目～四丁目､ 榎町､ 泉町､ 青葉台、
向陽町の一部、けやき台一丁目・二丁目

新所沢東
まちづくりセンター

美原町 1-2922-16
TEL 2943-0909 
FAX 2943-0915

並木五丁目､ 松葉町､ 弥生町､ 美原町一丁目
～五丁目、北所沢町、花園一丁目～四丁目

所沢
まちづくりセンター

元町 27-5
TEL 2926-9355 
FAX 2926-9727

宮本町一丁目・二丁目､ 西所沢一丁目・二丁 
目､ 金山町､ 喜多町､ 北有楽町､ 日吉町､ 東
町、 寿町､ 元町､ 御幸町､ 旭町､ 有楽町､ く
すのき台一丁目～三丁目の各一部､ 星の宮一
丁目・二丁目

並木
まちづくりセンター

並木 8-3
TEL 2998-5911 
FAX 2998-5915

並木一丁目～四丁目、並木六丁目～八丁目､ 
若松町､ こぶし町､ 北原町の一部､ 中新井一
丁目～五丁目､ 大字下新井の一部、大字中新
井



－ 85 －－ 84 －

椿峰コミュニティ会館
コミュニティ会館本館 コミュニティ会館別館

所 在 地 小手指南三丁目 57-9  ☎ 2925-2224 山口 5057  ☎ 2923-7922
開 設 昭和 56 年７月１日 昭和 56 年 10 月１日

施 設
大集会室（200 人収容）、会議室（20 
人収容１室、24 人収容１室）、和室 
25 畳１室、調理室（15 人）

ホール（255 人収容：音響設備、照明 
設備､ ピアノ設置）､ 会議室（20 人収容 
１室）､ 和室 20 畳１室、つばき児童館

利用状況 令和５年度 3,435 件／ 33,111 人 令和５年度 1,793 件／ 26,233 人
　　つばき児童館  26,737 人

利用時間等

9：00 ～ 21：30 
休館日／祝・休日、年末年始
　　　　３、６、９、12 月の第 4 月曜日（祝休日が重なった場合はその翌日）

児 童 館  9：00 ～ 17：30   休館日／第２日曜日、年末年始

狭山ケ丘コミュニティセンター
所 在 地 若狭四丁目 2478-4 ☎ 2949-1191
開 設 昭和 59 年６月 12 日

施 設

1　階
☆老人福祉センターさやまがおか荘（437㎡）／集会室（54 畳）、 
　教養娯楽室（35 畳）、浴場、相談室、会議室
☆市民課狭山ケ丘サービスコーナー

2　階
☆学習等供用施設（541.44㎡）／第１・２集会室（定員 100 人）、 
　第３集会室（定員 40 人）､ 学習室（定員 24 人）､ 調理室（調理台４台）､
　休養室（10 畳）ほか

3　階 ☆図書館狭山ケ丘分館（498.13㎡）／開架式図書室（59,325 冊）、 
　お話し室（定員 25 人）ほか

利用状況 令和５年度
老人福祉センター 20,806 人 学習等供用施設 43,410 人
図書館　43,432 人 135,715 冊 合  計 107,648 人

利用時間等

老人福祉センターさやまがおか荘  9：00 ～ 16：30　休館日／日曜日、祝 ･ 休日、年
末年始

学習等供用施設  9：00 ～ 21：30　休館日／祝・休日、年末年始

図書館狭山ケ丘分館

火～日曜日（木曜日を除く）、祝 ･ 休日
　　　　　　　　　　 ／ 9:30 ～ 17:00
木曜日（祝休日を除く）／ 9:30 ～ 19:00
休館日／月曜日、月曜日と祝休日が重なった場合は
火曜日、月の最終水曜日、年末年始

市民課狭山ケ丘サービスコーナー  8：30 ～ 17：15　休館日／土・日曜日、祝 ･ 休日、
年末年始
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新所沢コミュニティセンター
所 在 地 緑町三丁目 16-7 ☎ 2968-8391

開 設 児 童 館：昭和 63 年４月１日　　老人福祉センター：昭和 63 年５月６日
集会施設：昭和 63 年５月９日

施 設
1　階 ○老人福祉センター緑寿荘（472.78㎡）／集会施設（56 畳）・

　娯楽室・教養室・会議室・相談所ほか

2　階 ○みどり児童館別館（514.45㎡）／生活クラブ室
○集会施設（285.91㎡）／大会議室・第１会議室・第２会議室

利用状況 令和５年度 集会施設 2,342 件　16,234 人  老人福祉センター 26,285 人
みどり児童館 別館 16,913 人

利用時間等

老人福祉センター 9：00 ～ 16：30  休館日／日、祝・休日、年末年始
集会施設 9：00 ～ 21：30 休館日／祝・休日、年末年始

生活クラブ  平日  放課後～ 18：30   学校休業日  8：00 ～ 18：30
閉所日／日、祝・休日、年末年始

市民活動支援センター
所 在 地 緑町三丁目 16-7 ☎ 2968-8391

開 設 平成 23 年 10 月１日

施 設 市民活動支援センター（372.97㎡）

利用状況 令和５年度 登録団体：156 団体／利用人数：2,466 人
利用時間等 8：30 ～ 21：30  休館日／祝・休日、年末年始

中富南コミュニティセンター
所 在 地 中富南四丁目 4-1 ☎ 2996-3999

開 設 集 会 施 設：平成８年４月１日　　敷地面積：2,000.11㎡
ひかり児童館：平成８年４月８日　　延べ床面積：1,228.59㎡

施 設
1　階

○コミュニティセンター棟（集会施設）563.89㎡ 
　第１和室・第２和室・集会ホール・事務室ほか
○児童館棟 353.76㎡ 
　プレイルーム・集会室・図書室・児童クラブ室・事務室ほか　

2　階 ○コミュニティセンター棟（集会施設）310.94㎡ 
　談話室・集会室・調理室・ボランティアビューローほか

利用状況 令和５年度 集会施設 1,603 件　16,363 人　　ひかり児童館 13,324 人

利用時間等

集会施設 9：00 ～ 21：30
休館日／祝・休日、年末年始
　　　　３、６、９、12 月の第 4 月曜日（祝休日が重なった場合はその翌日）

児 童 館  9：00 ～ 17：30   休館日／第２日曜日、年末年始
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文化振興事業の実施

●文化・芸術に触れる機会の拡充
１．音まちファミリーコンサートの開催
　　（１）9 月３日（日）会場：松井公民館
  出演：所沢フィルハーモニー管弦楽団
　　（２）11 月 19 日（日）会場：所沢市民文化センター・ミューズ
  出演：所沢市民吹奏楽団
２．三ケ島アートなベンチ設置事業の実施
　　三ケ島地区において「アートベンチ」を４台制作・設置
　　　※制作にあたっては、武蔵野美術大学、埼玉県立芸術総合高等学校、
 　　三ケ島小学校の協力によりワークショップを４回開催した。
３．所沢駅モノクロアート展の開催
　　2 月 1 日（木）～ 2 月 29 日（木）
　　会場：所沢駅 1 番ホーム南端（西武新宿側）フェンス
　　協力：西武鉄道株式会社、埼玉県立芸術総合高等学校

●文化・芸術活動の奨励と支援
　◎市民文化の創造 

１．第 38 回市民文化フェアの開催支援
　　4 月 1 日 ( 土 )・2 日 ( 日 )　会場：所沢航空記念公園
　　市民茶会・さくらコンサート・とこらぶコースターほか多彩な催し
２．『文芸所沢』第 41 号の発行
　　俳句、川柳、短歌、詩、小説、随筆、童話など市民の作品を掲載（投稿者

延べ人数 252 人）
　◎音楽文化の奨励と支援　

１．第 40 回「所沢で第九を」演奏会の開催支援
 12 月 17 日（日）　会場：所沢市民文化センター・ミューズ
 指揮 : 直井大輔・ソプラノ  宮地江奈・メゾソプラノ  藤井麻美・
 テノール  澤崎一了・バリトン  高橋洋介・所沢フィルハーモニー管弦楽団・
 市民合唱団（一般公募 162 人）
２．第 39 回所沢市吹奏楽祭の開催支援
　　2 月 4 日（日）　会場：所沢市民文化センター・ミューズ
３．2023 所沢市民合唱祭
　　9 月 17 日（日）　会場：所沢市民文化センター・ミューズ

　◎文化団体の活動支援 
１．第 69 回所沢市文化祭の開催支援
　　5月20 日( 土 ) ～ 3月29日（金）総合フェスティバル・市民音楽祭・美術展・

連合菊花展などの 20 事業
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●音楽のあるまちづくり
１．まちなかコンサート・市役所ロビーコンサート
　　（１）まちなかコンサート　
  6月24日（土） 会場：新所沢PARCO１階  ガレリア（共催：新所沢PARCO） 

 8月18日（金）～20日（日）　会場：ワルツ所沢１階　正面入口前
 　　  11月25日（土） 会場：新所沢PARCO１階  ガレリア（共催：新所沢PARCO）
   2月17日（土） 会場：新所沢PARCO１階  ガレリア（共催：新所沢PARCO）
   3月 3 日（日） 会場：ワルツ所沢２階　正面入口前
　　（２）市役所ロビーコンサート
  12月27日（水） 会場：市役所 1 階市民ホール
２．ストリートピアノ設置事業
 　令和３年９月４日（土）から設置
 　会場：グランエミオ所沢２階　セントラルプラザ
 　利用時間：午前 10 時から午後 6 時 30 分まで

●所沢駅東口市民ギャラリー
所　在　地 北秋津 753-2　TEL 2937-4115
開　　　館 平成 30 年４月１日
施　　　設 展示室
延 床 面 積 185.75㎡
指定管理者 公益財団法人所沢市公共施設管理公社
自 主 事 業  １．所沢市収蔵絵画展 
　　　　　　　　　令和 5 年 8 月 19 日（土）～ 8 月 27 日（日）
　　　　　　　　　会場：所沢駅東口市民ギャラリー
  ２．ステンドグラスライト展
　　　　　　　　　令和 6 年 1 月 20 日（土）～ 1 月 28 日（日）
　　　　　　　　　会場：所沢駅東口市民ギャラリー
  ３．埼玉県立芸術総合高等学校　美術科卒業生有志展　HR（ホームルーム） 
　　　　　　　　　令和 6 年 2 月 9 日（金）～ 2 月 26 日（月）
　　　　　　　　　会場：所沢駅東口市民ギャラリー
令和５年度施設利用状況

利用件数 利用可能日数 利用日数 利用率（％）
34 360 242 67.2

※埼玉県議会議員選挙等に係る所沢市選挙管理委員会の利用（56 日間）を含む。
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相談内容
相 談 名 相談時間（午前） 相談時間（午後） 相談員

一 般 相 談
月曜日～金曜日

（９：00 ～ 12：00）
月曜日～金曜日

（１：00 ～４：30） 一般相談員

＊一般相談専用ダイヤル（☎２９９８－９２１３）

弁護士相談
月・水・金曜日

（10：00 ～ 12：00）
※予約制、年度内 3 回

月・水・金曜日
（ １：00 ～ ４：00）
※予約制、年度内 3 回

弁護士

税理士相談
木曜日

（10：00 ～ 12：00）
※予約制

税理士

司 法 書 士
相 談

第１・３火曜日
（１：00 ～４：00）
※予約制

司法書士

行 政 書 士
相 談

第３火曜日
（10：00 ～ 12：00） 行政書士

人 権 相 談 第 2・４火曜日
（10：00 ～ 12：00） 人権擁護委員

行 政 相 談 第１・３金曜日
（10：00 ～ 12：00） 行政相談委員

外国人生活
相 談

（ 中 国 語 ）

第１・３木曜日
（10：00 ～ 12：00）

外国人生活相談員
外国人生活
相 談

（ 英 語 ）

第２・４木曜日
（10：00 ～ 12：00）

消 費 生 活
相 談

月曜日～金曜日
（10：00 ～ 12：00）

月曜日～金曜日
（１：00 ～４：30） 消費生活相談員

＊消費生活センター相談専用ダイヤル（☎２９９８－９２０４）

＊各相談時間は、１人 30 分以内。（消費生活相談を除く）
＊受付終了時間は、各相談終了時間の 30 分前まで。

市民相談
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相談件数

項　目 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

離 婚 359 294 322 351
家 族 297 248 336 356
生 活 困 窮 30 15 24 20
相 続 925 993 1,078 1,115
医 療 32 6 26 7
相 隣 227 229 241 212
不 動 産 187 174 195 195
借 地 借 家 136 108 87 67
住 宅 1 1 8 8
労 働 83 38 51 69
金 銭 240 201 159 158
税 務 91 78 91 117
事 故 45 39 32 21
人 権 8 3 3 0
保 険 年 金 9 8 8 12
行 政 13 8 3 7
成 年 後 見 34 26 26 22
そ の 他 230 281 335 307
合 計 2,947 2,750 3,025 3,044

広　聴

広 聴 活 動 活 動 内 容  ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

市長への手紙 はがき・インターネット等に
よる提言、要望等の受理 1,012 778 495 888

陳 情 書 市に提出された陳情書
の受理 25 18 15 15

市 政 懇 談 会 自治会、各種団体を対
象に随時開催 3 5 8 6

市長タウンミーティング 市長が市民と直接対話
をする機会として開催 5
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内容 説　　　　　明 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度
消費生活相談 消費生活に関する相談 2,229 2,043 2,358 2,286

消 費 生 活
セ ミ ナ ー 等

市民・消費者団体等を対象に消
費生活に関することをテーマに
して開催している。

開催回数 18 12 13 10
延べ受講者 448 226 247 257

特 定 計 量 器
定 期 検 査

偶数年検査区域：市の東地区
奇数年検査区域：市の西地区

受検件数 338 401 324 384
検査個数 768 922 755 902

商 品 量 目
立 入 検 査

商店・スーパー等で計量販売さ
れている、店頭商品の量目を検
査する。

立入事業所 0 11 12 8
検査商品数 0 548 671 404

市民保養施設利用券の利用状況（件）
内　　　容 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度

協 定 保 養 地 数 ３（81） ３（82） ２（62） ２（58）
協 定 単 体 施 設 数 ５ ５ ５ 4
協 定 施 設 数 合 計 86 87 67 62
利 用 件 数 143 201 338 335

※カッコ内は保養地内の施設数

消費生活

市民保養施設

１	市政情報センター利用状況 保存資料数 3,274 冊
 資料貸出数 10 冊
 刊行物販売額 285,550 円
２	情報公開制度〔公文書の公開の実施状況〕

受　付　件　数 決　定　の　状　況
件数 文書 区分 件数 文書 公開 部分公開 非公開 取下げ等

市 長 92 792
請求 83 643 233 298 109 3
申出 9 149 77 70 1 1

教育委員会 15 29
請求 13 24 13 6 4 1
申出 2 5 4 0 1 0

上 下 水 道
事業管理者 30 73

請求 29 71 71 0 0 0
申出 1 2 1 1 0 0

議 会 4 17
請求 4 17 12 5 0 0
申出 0 0 0 0 0 0

監 査 委 員 1 1
請求 1 1 0 1 0 0
申出 0 0 0 0 0 0

合 計 142 912
請求 130 756 329 310 113 4
申出 12 156 82 71 2 1

※上記以外の実施機関（選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会）については、
　請求・申出がなかった。
 ●請求…請求権者が請求した場合   ●申出…請求以外の場合

情報公開・個人情報保護
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３	個人情報保護制度〔個人情報保護制度の実施状況〕
　①開示および訂正等の請求件数等

実施機関
受付件数 決　定　の　状　況

件数 文書 開示 部分開示 不開示 訂正等 部分訂正等 不訂正等 取下げ等
市   長 55 293 211 68 14 0 0 0 0

教育委員会 1 7 4 3 0 0 0 0 0
合   計 56 300 215 71 14 0 0 0 0

※「訂正等」とは、保有個人情報の訂正、利用停止を含む。
※上記以外の実施機関（選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道
　事業管理者、議会）については、請求がなかった。

　②個人情報ファイル簿の掲載件数
実施機関名 件数

市　長 117
教育委員会 10
選挙管理委員会 1
公平委員会 0
監査委員 0
農業委員会 1
固定資産評価審査委員会 0
上下水道事業管理者 4

合　　　計 133

４	不服申立て状況

不服申立て件数 諮　問
手続中

情報公開・個人情報保護審査会 諮問前の 
取下げ

諮問せず
裁　決審査中 答申 取下げ

（令和５年度）    3 件 0 件 2 件  2 件 0 件 0 件 0 件
（累　　　 計）51 件 0 件 2 件 35 件 4 件 8 件 2 件

５	所沢市情報公開・個人情報保護審査会	 ８回

６	所沢市情報公開・個人情報保護審議会	 １回

７	会議の公開

実施機関
傍聴できた会議 傍聴できなかった会議 合　　　計
件数 傍聴人 件数 傍聴人 件数 傍聴人

市  　　 長 81 件 80 人 530 件 0 人 611 件 80 人

教育委員会 21 件 33 人 9 件 0 人 30 件 33 人

上下水道事業管理者 5 件 4 人 0 件 0 人 5 件 4 人

合　計 107 件 117 人 539 件 0 人 646 件 117 人

※傍聴できなかった会議には、一部傍聴できた会議も含む。
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斎　　場

名 称 所沢市斎場
所 在 地 北原町 1282 番地  電話 2993-9931 
建築面積 3,066.54㎡
床 面 積 4,322.25㎡
建物構造 鉄筋コンクリート造・２階建 
業務開始 昭和 62 年４月 16 日
施設内容 火葬炉８基 

式場４室／控室４室／待合室５室
告別室３室／収骨室３室／霊安室１室

斎場施設使用料

区 分 種　　　　別 単 位 使　 用　 料（円） 使用時間市内居住者 市外居住者

火 葬 場

12 歳以上 １体 5,000 60,000

－
12 歳未満 １体 3,000 36,000
死胎 １体 1,500 15,000
改葬 １体 1,000 10,000
身体の一部、胞衣、汚物等 １個 1,000

待 合 室

第１待合室 １回 2,100 7,340 ２時間
第２待合室 １回 2,100 7,340 ２時間
第３待合室 １回 2,100 7,340 ２時間
第５待合室 １回 2,100 7,340 ２時間
第６待合室 １回 2,100 7,340 ２時間

式 場

第１式場 １回 26,200 52,390 ５時間
第２式場 １回 16,240 32,480 ５時間
第３式場 １回 15,720 31,430 ５時間
第５式場 １回 13,100 26,200 ５時間

控 室

第１控室 １回 7,860 15,720 ５時間
第２控室 １回 7,860 15,720 ５時間
第３控室 １回 4,720 9,430 ５時間
第５控室 １回 4,200 8,390 ５時間

霊 安 室 １回（24 時間以内） 1,050 3,150 24 時間
※備考
１  市内居住者及び市外居住者の区分は、死亡者の住所による。ただし、死胎については、その者の

母の住所による。
２  次に掲げる場合に該当する市外居住者については、市内居住者の使用料を適用する。
（1） 死亡者が、介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 13 条第１項に規定する住所地特例対象施設

に入所又は入居をしている者であって、本市の介護保険の被保険者である場合
（2） 死亡者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第

123 号）第 19 条第３項に規定する特定施設入所障害者（（1）の規定に該当する者を除く。）であっ
て､ 本市の介護給付費等の支給決定を受けている者である場合

３  超過使用料は、次に掲げるとおりとする。この場合において、当該使用料の額に 10 円未満の端数
が生じたときは、これを 10 円に切り上げる。

（1） 式場及び控室　次に掲げる額
　ア　５時間を超えるときは、１時間ごとに規定使用料の 100 分の 20 に相当する額 
　イ　通夜から翌日の告別式まで引き続き利用するときは、市内居住者にあっては 5,240 円、市外居　
　　住者にあっては 10,480 円

（2）待合室   ２時間を超えるときは、１時間ごとに規定使用料の 100 分の 50 に相当する額
（3）霊安室   24 時間を超えるときは、６時間ごとに規定使用料の 100 分の 25 に相当する額
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国民年金

国民年金保険料と老齢基礎年金額の推移	 （円）

年度 令和６年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度

国民年金保険料 16,980 16,520 16,590 16,610 16,540

老齢基礎年金額（満額） 816,000 795,000 777,800 780,900 781,700

【既裁定者・68 歳以上】 813,700 792,600 777,800 780,900 －

被保険者の状況	 年度末時点（人）

年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度 平成 30 年度

合　計 62,807 64,770 65,906 66,367 67,613

第１号強制 40,357 41,385 41,630 41,369 41,888

第１号任意 761 747 712 723 692

第３号 21,689 22,638 23,564 24,275 25,033

国民年金保険料の免除者の状況	 年度末時点（人）

年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度 平成 30 年度

合　計 15,786 16,248 16,110 15,307 15,066

法定免除 3,639 3,540 3,420 3,340 3,301

申
請
免
除

全額免除 5,057 5,231 5,060 4,180 3,994

3/4 免除 349 361 349 363 378

半額免除 248 275 249 296 297

1/4 免除 177 161 145 188 191

納付猶予 1,703 1,738 1,740 1,654 1,695

学生納付特例 4,590 4,929 5,124 5,267 5,210

産前産後免除 23 13 23 19 －

国民年金保険料の納付状況（各年度とも現年度納付率）	 （％）

年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度 平成 30 年度

所沢市 73.14 71.26 68.93 67.04 65.97 

埼玉県 73.31 71.49 69.00 66.94 65.99 

全　国 76.07 73.85 71.49 69.25 68.12 
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交通安全

令和５年交通事故統計（１月～ 12月）

区　域 年
区分 令和５年（A） 令和４年（B） 増減数（A－B） 増減率（　　）

所 沢 市

人身事故件数 762 件 780 件 △ 18 件 △ 2.3%

負 傷 者 数 889 人 920 人 △ 31 人 △ 3.4%

死 者 数 4 人 3 人     1 人 33.0％

埼 玉 県

人身事故件数 17,002 件 16,577 件 425 人 2.6%

負 傷 者 数 20,221 人 19,591 人 630 人 3.2％

死 者 数 122 人 104 人 18 人 　　 17.3％

全 国

人身事故件数 307,930 件 300,839 件 7,091 人 2.4％

負 傷 者 数 365,595 人 356,601 人 8,994 人 2.5％

死 者 数 2,678 人 2,610 人  68 人 2.6％

交通災害共済制度（直営方式）	

目　　的　交通事故により被害を受けた人を救済するための共済制
度を設け、市民の生活の安定と福祉の増進に寄与するこ
とを目的とする。 

共済期間　毎年４月１日から翌年３月 31 日までとする。ただし、
４月１日以後に申し込んだ場合は、申し込みの時から当
該共済期間の末日までとする。

 
対象となる交通事故
　　　　　道路交通法第２条第１項第８号に規定する車両ならびに

電車、汽車､ モノレールおよび身体障害者用の車いすに
乗車中の衝突、転落、転覆、そのほかこれらに類する交
通事故（人身）で、日本国内で発生したものをいう。た
だし､ 会員の故意又は重大な過失による場合は、共済見
舞金の支給を制限することができる。

A－B
B
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交通災害共済加入状況	 （令和 5 年度）

地　区 人　口
加　入　者　数　

加入率％
大　人 小　人 計

並 木 23,107 1,789 338 2,127 9.2

所 沢 34,453 3,317 553 3,870 11.2

松 井 43,358 3,983 606 4,589 10.6

吾 妻 37,103 2,692 446 3,138 8.5

山 口 27,971 2,305 267 2,572 9.2

小 手 指 50,011 3,597 602 4,199 8.4

富 岡 22,356 2,302 380 2,682 12.0

柳 瀬 18,829 1,502 272 1,774 9.4

三 ケ 島 40,367 4,691 606 5,297 13.1

新 所 沢 28,238 1,871 264 2,135 7.6

新 所 沢 東 16,878 1,044 157 1,201 7.1

計 342,671 29,093 4,491 33,584 9.8

共済見舞金支払状況	 （令和 5 年度）

等 級 金　　　額 支 払 件 数 支　払　額

1 等 級 1,000,000 2　 2,000,000

2 等 級 300,000 3 900,000

3 等 級 150,000 17 2,550,000

4 等 級 80,000 27 2,160,000

5 等 級 50,000 43 2,150,000

6 等 級 20,000 34 680,000

7 等 級 10,000 33 330,000

特 別 見 舞 金 200,000 0 0
規 則 5 － 2 に
よ る 支 払 制 限 9 180,000

追 加 差 額 支 給 3 330,000

合 計 171 11,280,000
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防犯行政

１　自主防犯団体登録数 
所沢警察署に登録されている団体。

令和５年末 登録数 221 団体

防犯パトロール用品の貸し出し 602 個

２   青色回転灯装着パトロール車による防犯パトロール
　埼玉県防犯協会連合会から貸与されたパトロール車により、防犯パトロール
を行った。

令和５年度実施回数 160 回

３　防犯指導者養成講座の実施 
　地域の防犯活動に取り組むリーダーを養成するための講座を実施した。

令和５年度修了者数 42 名

４   埼玉県西部５市防犯連絡会
　「埼玉県西部地区５市における防犯情報の相互交換に関する協定」を締結し
ている所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市と、それぞれを所轄する所沢
警察署、狭山警察署、飯能警察署、埼玉県西部地域振興センターで相互に防犯
情報を交換し、連携を密にして広範囲な防犯活動を行った。

５   防犯意識の醸成、防犯情報の提供 
　新小学１年生に対し、防犯の心得のクリアファイルを配布した。そのほか、
振り込め詐欺や自転車盗の被害防止等を呼びかけるため、「広報ところざわ」、

「ところざわほっとメール」等での周知を行った。

６   空き家等の適正管理に関する相談・解決件数
　「所沢市空き家等の適正管理に関する条例」に基づき、管理不全な空き家に
関する相談があったものについて、指導し改善を促した。

令和５年度の空き家相談受付件数 167 件

令和５年度中に解決した件数 124 件

（令和５年度）
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市営自転車駐車場等利用状況	 調査日：令和６年３月３１日

駅  　　　名 自転車駐車場名 駅への 
距 離

設 置 
年 月 面   積 収 容

能 力
収 容
台 数 利用率

所 沢 駅

東
口

所沢駅東口第１
自 転 車 駐 車 場 280m S.62.1 525.00㎡ 485 台 427 台 88.0%

所沢駅東口第２
自 転 車 駐 車 場 230m S.62.1 795.00㎡ 590 台 560 台 94.9%

西
口

所沢駅西口第１
自 転 車 駐 車 場 650m R3.10 1,071.00㎡ 724 台 415 台 57.3%

航空公園駅

東
口

公 園 通 り 線
自 転 車 駐 車 場 165m S.62.5 1,992.00㎡ 1,836 台 592 台 32.2%

西
口

喜 多 町
自 転 車 駐 車 場 100m S.62.5 716.00㎡ 187 台 126 台 67.4%

新所沢駅

東
口

新所沢駅東口第１
自 転 車 駐 車 場 300m S.51.12 2,833.00㎡ 1,365 台 852 台 62.4%

西
口

新所沢駅西口第１
自 転 車 駐 車 場 200m S.50.11 424.14㎡ 369 台 198 台 53.7%

新所沢駅西口第３
自 転 車 駐 車 場 200m S.58.6 1,357.00㎡ 838 台 366 台 43.7%

新所沢駅西口第４
自 転 車 駐 車 場 50m H.11.4 2,120.68㎡ 1,948 台 1,503 台 77.2%

西 所 沢 駅

西 所 沢 駅 第 １
自 転 車 駐 車 場 150m H.3.4 292.08㎡ 121 台 190 台 157.0%

西 所 沢 駅 第 ２
自 転 車 駐 車 場 200m S.63.11 770.78㎡ 287 台 210 台 73.2%

西 所 沢 駅 第 ３
自 転 車 駐 車 場 350m H.3.4 120.00㎡ 96 台 17 台 17.7%

西 所 沢 駅 第 ４
自 転 車 駐 車 場 380m H.12.4 930.13㎡ 441 台 48 台 10.9%

小手指駅

北
口

小手指駅北口第１
自 転 車 駐 車 場 300m S.54.4 849.10㎡ 734 台 255 台 34.7%

小手指駅北口第２
自 転 車 駐 車 場 20m S.62.3 200.00㎡ 233 台 225 台 96.6%

小手指駅北口第３
自 転 車 駐 車 場 220m H.4.4 1,163.28㎡ 629 台 551 台 87.6%

南
口

小手指駅南口第１
自 転 車 駐 車 場 300m S.54.4 910.00㎡ 776 台 562 台 72.4%

小手指駅南口第２
自 転 車 駐 車 場 50m S.62.3 180.00㎡ 405 台 382 台 94.3%

小手指駅南口第３
自 転 車 駐 車 場 20m S.62.3 200.00㎡ 432 台 350 台 81.0%

狭山ケ丘駅

東
口

狭山ケ丘駅東口第１
自 転 車 駐 車 場 150m H.11.4 434.90㎡ 414 台 127 台 30.7%

西
口

狭 山 ケ 丘 第 １
自 転 車 駐 車 場 190m S.56.3 367.95㎡ 762 台 556 台 73.0%

狭 山 ケ 丘 第 ４
自 転 車 駐 車 場 300m S.52.1 290.00㎡ 112 台 85 台 75.9%

市営自転車駐車場
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駅  　　　名 自転車駐車場名 駅への 
距 離

設 置 
年 月 面   積 収 容

能 力
収 容
台 数 利用率

下 山 口 駅

下 山 口 駅 第 １
自 転 車 駐 車 場 100m S.54.2 276.37㎡ 160 台 113 台 70.6%

下 山 口 駅 第 ２
自 転 車 駐 車 場 200m S.61.4 295.10㎡ 126 台 37 台 29.4%

下 山 口 駅 第 ３
自 転 車 駐 車 場 140m H.17.9 330.05㎡ 186 台 60 台 32.3%

東 所 沢 駅

東 所 沢 駅 第 １
自 転 車 駐 車 場 140m S.60.1 372.00㎡ 414 台 323 台 78.0%

東 所 沢 駅 第 ２
自 転 車 駐 車 場 90m S.60.1 329.99㎡ 315 台 292 台 92.7%

東 所 沢 駅 第 ３
自 転 車 駐 車 場 110m S.62.1 206.00㎡ 344 台 312 台 90.7%

東 所 沢 駅 第 ４
自 転 車 駐 車 場 180m H.13.4 513.00㎡ 846 台 759 台 89.7%

合   計 計  29 ヶ所 20,864.55㎡ 16,175 台 10,493 台 64.9%

※　新所沢駅西口第３自転車駐車場は、令和６年２月 29 日廃止につき、調査日は令和６年２月 29 日。   
     

駅  　　　名 自転車駐車場名 駅への 
距 離

設 置 
年 月 面   積 収 容

能 力
収 容
台 数 利用率

所 沢 駅 東
口

所沢駅東口臨時 
自 転 車 駐 車 場 650m S.58.5 594.00㎡ 476 台 85 台 17.9%

西武球場前駅 西武球場前駅臨時 
自 転 車 駐 車 場 100m H.5.4 828.32㎡ 662 台 165 台 24.9%

秋 津 駅 秋津駅北口第１ 
自 転 車 駐 車 場 300m H.3.4 551.01㎡ 440 台 175 台 39.8%

合   計 計  3 ヶ所 1,973.33㎡ 1,578 台 425 台 26.9%

総 計
自転車駐車場数 面   積 収 容

能 力
収 容
台 数 利用率

計  32 ヶ所 22,837.88㎡ 17,753 台 10,918 台 61.5%

※　市営自転車駐車場については、自転車ラック等、平面平置きスペースの定期利用分及び一時利用
スペースの台数を合計した数字を収容能力とする。

※　無料自転車駐車場については、１台当り１．２５㎡（通路部分を含む）を基準とし、
　敷地面積÷１．２５＝収容能力とする。

無料自転車駐車場

市営自転車駐車場等総計
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